
みやま市地域花火大会補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、本市に残る花火文化を継承し、市内外へ広く発信するため、観

光客の誘致と交流人口の拡大に寄与する花火大会に係る経費の一部を予算の範囲内

で補助する地域花火大会補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、

みやま市補助金等交付規則（平成１９年みやま市規則第４８号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象事業） 

第２条 補助の対象となる事業は、市内で実施する前条の趣旨に沿った花火大会に

関する事業とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助

 の対象としない。 

（１）市の他の補助を受けている事業又は補助対象となる事業 

（２）他の団体を補助する事業 

（３）団体の運営を目的とする事業 

（４）宗教的、政治的宣伝意図のある事業 

（５）営利のみを目的とする事業 

（６）その他補助することが適当でないと認められる事業 

 （補助対象団体） 

第３条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号に掲げる全ての要件を満たし

た団体とする。 

（１）団体の構成員の過半数がみやま市に在住又は在勤若しくは在学する者で構

成する団体であること。 

 （２）団体の組織及び運営を定めた規約、会則等があること。 

 （３）市内に活動拠点を有し、かつ、市内において主な活動を行っていること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象と

 しない。 

（１） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団 

（２） 法第２条第６号に規定する暴力団員が役員となっている団体 

（３） 暴力団、暴力団員又は次に掲げる団体と密接な関係を有する団体 

ア 暴力団が事業主又は役員に就任している団体 

イ 暴力団員が実質的に運営している団体 

ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している団

体 

エ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る

契約を締結している団体 

オ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体 

（補助対象経費） 
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第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、市内に所在す

る花火事業者へ発注する花火の打ち上げに要する経費とする。ただし、市内に業務

可能な事業者が存在しないなど、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りで

ない。 

２ チラシ作成費、広告宣伝費その他これらに類する経費は補助対象経費としない。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の額に３分の２を乗じて得た

額（その額に１，０００円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）と

し、５０万円を上限とする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助対象事業に係る補助金の交付を申請しようとする団体は、補助金等交

付申請書（規則様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の補助金等交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 事業計画書（様式第１号） 

（２） 収支予算書（様式第２号） 

（３） 申請団体調書（様式第３号） 

（４） 補助金交付申請者調書（規則様式第１号の２） 

（５） その他市長が必要と認める書類 

３ 第１項の申請において、補助金に含まれる消費税相当額のうち、消費税法（昭和

６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除することが

できる部分の金額（以下「消費税仕入控除税額」という。）がある場合の取扱いは、

第１３条のとおりとする。 

（交付申請の受付期間） 

第７条 前条に規定する補助金の交付申請の受付期間は、毎年度４月１５日から５

月１５日（５月１５日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は、翌平日）までとする。 

（事前着手） 

第８条 補助金の交付決定前に着手した事業は、補助の対象としない。 

（補助金の交付決定） 

第９条 市長は、第６条に規定する事業の申請内容を審査するため、市の関係部局で

構成する地域花火大会補助事業審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置

する。 

２ 審査委員会の審査委員は、次の各号に掲げるものとする。 

（１） 環境経済部長 

（２） 商工観光課長 

（３） 企画振興課長 

（４） 社会教育課長 

（５） 地域・防災課長 

３ 審査委員会は、第６条に規定する申請書類により審査するほか、必要に応じて

申請団体に提案説明を求め、その内容を審査し、結果を市長に報告するものとす

る。 

４ 申請書類の審査は、別表に定める審査基準表に準じて行うものとする。 

５ 市長は、審査委員会の審査結果に基づき補助金の交付決定を行い、その結果を



地域花火大会補助金交付・不交付決定通知書（様式第４号）により申請団体に通

知するものとする。 

６ 市長及び審査委員会は、選考の経過等に関する問合せ及び異議等には応じない

ものとする。 

（事業の推進） 

第１０条 前条の補助金の交付決定を受けたもの（以下「補助事業者」という。）は、

補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に従って当該事業を適切に推進

しなければならない。 

（交付決定の変更の承認申請） 

第１１条 補助事業者は、第６条に規定する申請の内容を変更し、又は事業を中止す

るときは、速やかに承認申請書（規則様式第６号）を市長に提出し、その承認を受

けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更の承認申請があったときは、その内容を審査の

上、承認又は不承認の別を決定し、その旨を承認決定通知書（規則様式第７号）に

より当該補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書（規

則様式第１０号）に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。 

（１） 事業報告書（様式第５号） 

（２） 収支決算書（様式第６号） 

（３） 補助対象経費に係る領収書の写し 

（４） その他市長が必要と認める書類 

 （消費税仕入控除税額等に係る取扱い） 

第１３条 申請者は、第６条の規定による補助金の交付申請において、当該補助金に

係る消費税仕入控除税額等（消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に、補

助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）が

ある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時に消費税

仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。 

２ 補助事業者は、前条の規定による実績報告書を提出するに当たって、消費税仕入

控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告しなけ

ればならない。 

３ 補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告

により消費税仕入控除税額等が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）

には、その金額（前２項の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減

じた額を上回る部分の金額）を消費税仕入控除税額等報告書（様式第７号）に関係

書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、補助金返還相当額を市に返還し

なければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１４条 市長は、第１２条の実績報告書の提出があった場合、その内容を審査し、

又は必要に応じて行う現地調査等の結果、補助対象事業が適切に実施されたと認

めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金等確定通知書（規則様式第１



１号）により補助金の額を通知するものとする。 

（是正のための措置） 

第１５条 市長は、前条の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交

付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象

事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対し

て指示することができる。 

（補助金の交付請求） 

第１６条 第１４条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受け

ようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、事業の進捗を図るため補助金の額の確定前に

交付する必要があると認めるときは、当該補助事業者の請求に基づき、補助金交付

決定額の全部又は一部を概算払により補助金を交付することができる。 

３ 市長は、概算払を行った補助金について、第１４条の規定により確定した補助金

の額をもって当該補助金の精算を行い、不足があるときはその請求及び交付につ

いて第１項及び次条の規定を準用し、過払いがあるときは速やかにその額を戻入

させるものとする。 

（補助金の交付） 

第１７条 市長は、前条第１項の規定により請求書の提出を受けた場合において、こ

れを審査し、適当であると認めるときは、当該補助事業者に当該請求額を交付する

ものとする。 

（関係書類の整備等） 

第１８条 補助事業者は、補助対象事業の施行状況及び経費の収支に関する帳簿そ

の他関係書類（市長が別に指示する書類を含む。以下同じ。）を整備し、当該補助

対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して５年間これ

を保管しなければならない。 

（補助金の交付決定の取消し等） 

第１９条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事

業に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２） 補助金を他の用途に使用したとき。 

（３） 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長

の指示に従わなかったとき。 

（４） 不適当な方法で補助対象事業が実施されているとき。 

（５） その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取

消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期

限を定めてその返還を命ずる。 

３ 前２項の規定は、第１４条の規定による補助金の額の確定があった後において

も適用する。 

（報告、検査及び指示） 

第２０条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し質問をし、報告を

求め、若しくは補助対象事業の施行上必要な指示をし、又は第１８条の帳簿その他



の関係書類について検査をすることができる。 

（補助金の流用の禁止） 

第２１条 補助事業者は、交付を受けた補助金を他の用途に流用してはならない。 

（その他） 

第２２条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正後のみやま市地域花火大会補助金交付要綱第７条の規定に

よる申請期間は、令和８年度においては「４月１５日から５月１５日（５月１５日

が」とあるのは、「６月１日から６月２０日（６月２０日が」と読み替える。 


